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第７節　　　保 健 体 育

 
第１　指導計画の作成

１　指導計画作成の基本的な考え方
⑴　目標の明確化を図る
　　保健体育科の目標は、小学校の体育科及び高等学校の保健体育科との関連で、中学校として
の重点や基本的な指導の方向を示したものである。今回の改訂では、見方・考え方を働かせる学
習過程を工夫することにより、保健体育科で育成を目指す資質・能力がより豊かになり、保健体
育科の目標である、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するた
めの資質・能力の育成につなげようとするものである。

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

⑵　指導計画の作成における配慮事項
　ア　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
　イ　年間授業時数
　　・　各学年の年間標準授業時数は、従前通り105時間とすること。
　　・　３学年間で各分野に当てる授業時数は、従前通り体育分野が267単位時間程度、保健分野が48

単位時間程度配当すること。
　　　※各分野に当てる授業時数は、例えば、体ほぐしの運動と心の健康、水泳と応急手当などの指導に

当たっては、体育分野と保健分野との密接な関連をもたせて指導するように配慮する必要がある。
そのため３学年間で各分野に当てる授業時数は、若干の幅をもたせて「程度」としている。

　　・　体育分野の授業時数は、各学年にわたって適切に配当すること。その際、体育分野の内容の
「A体つくり運動」については、各学年で７単位時間以上を、「H体育理論」については、各学
年で３単位時間以上を配当すること。

　　・　体育分野の内容の「B器械運動」から「Gダンス」までの領域の授業時数は、それらの内容の
習熟を図ることができるよう考慮して配当すること。

　　・　保健分野の授業時数は、３学年間を通じて適切に配当し、各学年において効果的な学習が行
われるよう考慮して配当すること。

　ウ　障害のある生徒への指導
　エ　道徳科などとの関連

２　指導計画作成の一般的な手順
　　保健体育科の目標を達成するためには、学習指導を計画的に、しかも効率よく展開する必要が
ある。このため、地域や学校の実態、生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮し、中学校の
３学年間を見通した上で目標や内容を的確に定め、調和のとれた具体的な指導計画を作成するこ
とが大切である。
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⑴ 　手順

３　指導計画作成に当たっての留意すべき事項
⑴　「特別な配慮を必要とするなど課題を抱えた生徒への指導」の視点
　　生徒の障害に起因する困難さに応じて、複数教員による指導や個別指導を行うなどの配慮をす
ることが大切である。なお、実際の指導に当たっては、個別の課題設定をしたり、参加可能な学
習の機会を設けたりするなどの生徒の実態に応じたきめ細やかな指導に配慮することが大切であ
る。こうした点を踏まえて、個別の指導計画を作成し、他教科等の担任と共有したり、翌年度の
担任等に引き継いだりすることが必要である。
⑵　「主体的・対話的で深い学び」の視点
　ア　運動の楽しさや健康の意義等を発見し、興味や関心を高め、課題の解決に向けて粘り強く取
り組み、学習を振り返り、課題を修正したり新たな課題を設定したりするなどの主体的な学び
を促すこと。

　イ　運動や健康についての課題解決に向けて、生徒が他者（書物等を含む）との対話を通して、
自己の思考を広げ深め、課題の解決を目指して学習に取り組むなどの対話的な学びを促すこと。

　ウ　それらの学びの過程を通して、自他の運動や健康についての課題を発見し、解決に向けて試
行錯誤を重ねながら、思考を深め、よりよく解決するための深い学びを促すこと。

　　これら三つの学びの過程は独立して取り上げるのではなく、さらには順序性や階層性を示すも
のではないことから、相互に関連を図り、保健体育科で求められる学びを一層充実させることが
重要である。
⑶　「教科等横断的」な視点
　　体育分野においては、学習した運動に関わる一般原則や運動に伴う事故防止等の科学的な知
識や技能を基に、自己や仲間の課題に応じて思考し判断したことなどを、言葉や文章及び動作な
どで表したり、仲間や教師などに理由を添えて伝えたりする機会を確保することが重要である。
　　保健分野においては、健康に関わる概念や原則を基に、個人生活における課題を発見したり、
学習したことと自他の生活とを比較したり、適切な解決方法について話し合ったりする機会を確
保することが重要である。
⑷　「社会に開かれた教育課程」の視点
　　生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進に向けて、必要に応じて、
地域の人材・物的資源等の活用を検討することも大切である。特に、障害のある生徒等への支援
や実生活へのつながりを充実する観点から、活用可能な地域等の人的・物的資源等との連携を図
り、指導の充実が図られるよう留意すること。
⑸　「道徳教育の充実」の視点
　　体育分野における様々な運動経験を通して、粘り強くやり遂げる、ルールを守る、集団に参加し協
力する、一人一人の違いを大切にするといった態度を養うなど、保健体育科と道徳教育との関連を明
確に意識しながら、適切に指導を行うこと。また、保健体育科の年間指導計画の作成などに際しては、
道徳教育の全体計画との関連、指導の内容及び時期等に配慮し、道徳教育と保健体育科が相互に効
果を高め合うようにすること。
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第２　指導計画作成のための資料
［保健体育科の目標］

［体育分野］
１　体育分野における留意事項

２　体育分野の目標

３　体育分野の内容
Ａ　体つくり運動

　体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向けた学習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯に
わたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
⑴　各種の運動の特性に応じた技能等及び個人生活における健康・安全について理解するとともに，基本的な技能を身に付けるよう
にする。

⑵　運動や健康についての自他の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断するとともに，他者に伝える力を養う。
⑶　生涯にわたって運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，明るく豊かな生活を営む態度を養う。

ア　指導計画は３年間の見通しをもって決める。指導内容の体系化の観点を考慮し、小学校、中学校及び高等学校を見通した指導内
容の体系化を図る観点に留意し、単元を配列する。

イ　体育分野における領域の弾力化を考慮し、第１学年及び第２学年においては、全ての領域を全ての生徒に履修させる。第３学年
においては、運動に共通する特性や魅力に応じて領域の選択を考慮する。また、生徒が自己に適した運動種目を選択できるように
し、第１学年及び第２学年の学習を一層深められるようにする。
ウ　各領域において主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の観点から、必要な知識及び理解の定着を図る学習とともに、
互いに教え合う時間の確保、指導事項の精選、運動観察のポイントの明確化、ICT の効果的な活用をし、体を動かす機会を適切に
確保しながら、生徒の学習状況を捉えて指導を改善していくようにする。

エ　生徒の興味・関心、技能・体力や運動経験の実態と運動の特性との関連を考慮する。
オ　学校規模、施設・設備・用具の条件を考慮する。
カ　学校の教育活動全体を通した効果的な取組を考慮し、体育的行事、特別活動や運動部活動などと相互に関連させる。また、体力
の測定についても計画的に実施し、運動の指導及び体力の向上に活用することができるよう、年間の指導計画を作成する段階で具
体化できるよう工夫する。

キ　運動の特性に応じて、季節や気候に適したものを選び配列する。
ク　保健分野は体育分野の内容と関連させて効果的に指導する。また、学校の全体計画と関連させて、教科横断的な視点で指導を行
う。
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Ｂ　器械運動

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ｃ　陸上競技

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

Ｄ　水泳
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Ｅ　球技

  

  

 

 

 

 

 

Ｆ　武道

  

 

Ｇ　ダンス
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［保健分野］
１　保健分野における留意事項

２　保健分野の目標

 

 

 

 

 

 

 

３　保健分野の内容
　⑴　健康な生活と疾病の予防

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Ｈ　体育理論

 
 

⑴　自他の健康に関心をもてるようにし、健康に関する課題を解決する学習活動を取り入れる等の指導方法の工夫を行う。
⑵　生徒の内容への興味・関心を高めたり、思考を深めたりする発問を工夫すること、自他の日常生活に関連が深い教材・教具を活
用すること、事例等を用いたディスカッション、ブレインストーミング、心肺蘇生法等の実習、実験、課題学習などを取り入れ
ること、また、必要に応じてコンピュータ等を活用すること学校や地域の実情に応じて、保健・医療機関等の参画、養護教諭や
栄養教諭、学校栄養職員等との連携・協力を推進すること等、多様な指導方法の工夫を行う。

⑶　実習を取り入れる際には、その意義や手順等、該当する指導内容を理解できるようにする。
⑷　実験を取り入れるねらいは、内容について仮説を設定し、これを検証したり、解決したりするという実証的な問題解決を自ら行
う活動を重視し、科学的な事実や法則といった指導内容を理解できるようにすることに主眼を置く。

⑴　個人生活における健康・安全について理解するとともに，基本的な技能を身に付けるようにする。
⑵　健康についての自他の課題を発見し，よりよい解決に向けて思考し判断するとともに，他者に伝える力を養う。
⑶　生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し，明るく豊かな生活を営む態度を養う。
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　⑵　心身の機能の発達と心の健康（１年：12時間程度）

　⑶　傷害の防止（２年：８時間程度）

　⑷　健康と環境（３年：８時間程度）
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４　単元計画及び１単位時間の指導計画作成
⑴　生徒の実態に基づいた単元及び１単位時間の計画の作成・実施・評価・改善（カリキュラム・マネジメントの実現）

⑵　単元計画作成のポイント（課題を見付け、その解決に向けて取り組む学習過程例）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

    

  
 

  

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

    
    

    
   
   

  

 
 

  

 
 

 

 

 

  

 

  

※上記の単元の流れやポイントは例示であり、これに限定されるものではない。
※表に示した評価の観点は、中学校学習指導要領解説総則編（29年７月）Ｐ90～を受けたものであるが、変更の場合もあるの
で、今後の動向を注視されたい。
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⑶　１単位時間の指導計画作成のポイント【３⑵】

   

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


